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保育所入所児童を募集します
平成21年度

●受付期間　11 月 4 日（火）から 11 月 14 日（金）まで

●受付場所　教育委員会事務局幼児教育課　または　各保育所

　
◆新規入所　入所希望申込書（受付場所にあります）を提出してください。

　
◆継続入所　保育所から配布する継続入所希望申込書を提出してください。

●入所の基準

　　保育所に入所できる児童は、保護者が次のいずれかに該当し、

　また、同居の家族が保育できないと認められる場合です。

　(1) 家庭外労働　昼間に家庭の外で仕事をしている

　(2) 家庭内労働　昼間に家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている

　(3) 母親の出産　母親の出産前後の期間

　(4) 疾病障害等　病気、負傷、心身の障害で保育ができない

　(5) 病人の介護　家庭に長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため介護にあたっている

　(6) 災害の復旧　火災、風水害、地震などにより家庭を失ったり破損したため復旧にあたっている

　　※保育所の定員に余裕がある場合には、上記の基準に該当せず、家庭保育に欠けない児童でも入所

　　できる場合がありますのでご相談ください。

●保育実施期間

　　小学校就学の始期に達するまでの間で保護者が保育の実施を希望する期間のうち、保育が必要と認

　められる期間

　　※入所基準 (3) の母親の出産による場合は、出産前 8週から出産後 8週までの期間が対象です。

  【求職中・勤務予定の場合の入所承諾期間】

　　年度途中での入所希望が増加していますが、入所が厳しい状況です。そこで、適正な入所を図るた

   め次のとおりとさせていただきます。

　●保育料

　　平成 20 年分所得税と平成 20 年度市町村民税の課税状況により、21 年度に決定します。

保護者の就労形態 入所承諾期間

求職中の方

承諾期間は、３カ月の期限付入所

２カ月以内に「就労証明書」を提出された方は、

保育の実施期間が延長されます

勤務予定、復職予定の方

承諾期間は、就学前まで

１カ月以内に「就労証明書」を提出されない

場合は、求職中の扱いとします。

年度途中で入所を希望される方も受付期間内にお申し込みください。


